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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第６期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第５期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 258,784 810,250

経常利益（千円） 32,643 106,724

四半期（当期）純利益（千円） 19,285 62,631

純資産額（千円） 829,459 786,607

総資産額（千円） 1,382,579 1,024,103

１株当たり純資産額（円） 1,457.75 1,425.01

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
34.53 117.80

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
31.92 108.02

自己資本比率（％） 60.0 76.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
90,959 △29,040

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△40,187 △265,715

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
290,036 409,088

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
634,304 297,828

従業員数（人） 39 32

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従　業　員　数（人） 39　（2）

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載して

おります。

(２）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従　業　員　数（人） 34　（2）

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(１) 生産実績

　当社グループの事業内容は、主にコンピュータフォレンジックサービスの提供であり、生産実績については、該当

はありません。

(２) 受注状況

　当社グループは、受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

(３) 販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

品目別

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円）

コンピュータフォレン

ジックサービス

ディスカバリ（証拠開示）

支援サービス
215,407

コンピュータフォレンジッ

ク調査サービス
33,380

フォレンジックツール販売 8,477

フォレンジックトレーニング 468

その他 1,050

合計 258,784

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第１四半期連結会計期間における主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円）
総販売実績に対する割合

（％）

オリンパス株式会社 51,513 19.9

Kroll international 44,487 17.2

旭化成株式会社 36,318 14.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

 4/23



２【経営上の重要な契約等】

    当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰、サブプライムローン問題による米

国経済の減速などにより、景気の先行きは不透明感な状況で推移しております。

　このような経済環境の中、当社グループの主要事業であるコンピュータフォレンジック関連事業を取り巻く環

境につきましては、2006年12月の米国における連邦民事訴訟規則の改正や企業における急激なIT化に伴い、2011

年までに米国フォレンジック市場は5,200億円に達するといわれております（Forrester調べ）。このような急成長

が見込まれる米国フォレンジック市場状況の中、当社グループは、米国に進出している大手日本企業へのディス

カバリ（証拠開示）支援サービスに注力し、業績拡大のため、人員の増員や昨年12月の米国子会社設立をはじめ

とする米国弁護士事務所への積極的な営業活動、処理能力拡充に向けた設備投資に努めてまいりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は258百万円、営業利益は16百万円、経常利益は32百万円、四半

期純利益は19百万円となりました。

　　（２）財政状態の分析

　　　　（資産）

　　　　　総資産は、前連結会計年度末と比べて358百万円増加し、1,382百万円となりました。

　　　　　これは主に、長期借入れによる現金及び預金の増加300百万円、ソフトウェア取得による無形固定資産の増加93百万

円によるものであります。

　　　　（負債）

　　　　　負債合計は、前連結会計年度末と比べて315百万円増加し、553百万円となりました。

　　　　　これは主に、長期借入金の増加300百万円によるものであります。

　　　　（純資産）

　　　　　純資産合計は、前連結会計年度末と比べて42百万円増加し、829百万円となりました。

　　　　　これは主に、利益剰余金の増加12百万円によるものであります。

（３）キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ336百万円増加し、634百万円となりました。

　　　当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と、その主な要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　営業活動により得られた資金は90百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益32百万円、売上債

権の減少157百万円、仕入債務の減少37百万円、法人税等の支払52百万円によるものであります。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　投資活動により使用した資金は40百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出18百万円によ

るものであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　財務活動により得られた資金は290百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入300百万円によるもの

であります。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５）研究開発活動

　　　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、ラボ設備拡充を行っております。その設備の状況は、次のとおりです。

事業所名
(所在地) 設備の内容

帳簿価額
従業員数

(人)建物
（千円）

工具器具備
品（千円）

ソフトウェ
ア（千円）

合計
（千円）

本社

(東京都港区)

フォレンジックラボ、

情報関連機器等
2,624 51,820 90,696 145,142 －

(２）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等

の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,800,000

計 1,800,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 569,000 569,000
東京証券取引所

（マザーズ）
－

計 569,000 569,000 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第１回新株予約権（平成17年１月12日臨時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 10,000（注）1.2.

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000（注）1.2.

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）３．

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月10日

至　平成22年２月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）４．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．権利を失効した者の新株予約権の数を減じております。

２．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式

により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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②旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第２回新株予約権（平成17年12月20日臨時株主総会決議、平成18年１月10日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 26,000（注）１．

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 26,000（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）２．

新株予約権の行使期間
自　平成20年１月27日

至　平成23年１月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）３．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的た

る株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式

により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４. 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

 9/23



③旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第３回新株予約権（平成17年12月20日臨時株主総会決議、平成18年２月14日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,600（注）1.2.

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,600（注）1.2.

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）３．

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月16日

至　平成23年３月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）４．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．退職等の理由により権利を失効した者の新株予約権の数を減じております。

２．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれ効力発生の時をもって、次の算式に

より払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるものと

する。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日　

　（注）
2,000 554,000 500 445,693 500 247,443

平成20年６月４日　

　（注）
15,000 569,000 3,750 449,443 3,750 251,193

　（注）　新株予約権の行使による増加であります。

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）   普通株式  551,940 55,194 －

単元未満株式   普通株式　　   60  － －

発行済株式総数 552,000 － －

総株主の議決権 － 55,194 －

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 6,000 7,000 9,200

最低（円） 4,070 4,700 6,110

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりです。

（1）退任役員

役名 氏名 退任年月日

監査役（常勤） 黒川　美恵 平成20年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 634,304 297,828

受取手形及び売掛金 178,496 330,887

商品 4,840 7,851

その他 43,673 37,398

流動資産合計 861,315 673,966

固定資産

有形固定資産 ※
 113,385

※
 61,294

無形固定資産

ソフトウエア 132,374 44,255

無形固定資産合計 132,374 44,255

投資その他の資産

投資有価証券 213,750 184,500

その他 61,753 60,085

投資その他の資産合計 275,503 244,586

固定資産合計 521,263 350,136

資産合計 1,382,579 1,024,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,418 43,423

1年内返済予定の長期借入金 87,360 27,360

未払法人税等 7,838 54,115

賞与引当金 2,785 8,971

未払金 168,652 55,911

その他 24,306 20,117

流動負債合計 297,361 209,898

固定負債

長期借入金 253,080 24,920

退職給付引当金 2,585 2,129

その他 92 548

固定負債合計 255,757 27,597

負債合計 553,119 237,495

純資産の部

株主資本

資本金 449,443 445,193

資本剰余金 251,193 246,943

利益剰余金 132,637 119,939

株主資本合計 833,275 812,077

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,387 △18,735

為替換算調整勘定 △2,427 △6,733

評価・換算差額等合計 △3,815 △25,469

純資産合計 829,459 786,607

負債純資産合計 1,382,579 1,024,103
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 258,784

売上原価 99,541

売上総利益 159,242

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費 ※
 142,909

営業利益 16,333

営業外収益

受取利息 360

受取配当金 4,500

為替差益 11,801

その他 742

営業外収益合計 17,405

営業外費用

支払利息 1,054

その他 40

営業外費用合計 1,095

経常利益 32,643

税金等調整前四半期純利益 32,643

法人税、住民税及び事業税 7,390

法人税等調整額 5,967

法人税等合計 13,358

四半期純利益 19,285
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 32,643

減価償却費 12,130

退職給付引当金の増減額（△は減少） 456

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,185

受取利息及び受取配当金 △4,860

支払利息 1,054

為替差損益（△は益） 4,051

売上債権の増減額（△は増加） 157,730

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,011

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,623

仕入債務の増減額（△は減少） △37,004

未払消費税等の増減額（△は減少） △669

未払金の増減額（△は減少） △13,126

その他 3,580

小計 144,187

利息及び配当金の受取額 360

利息の支払額 △1,054

法人税等の支払額 △52,534

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △18,361

無形固定資産の取得による支出 △8,537

差入保証金の差入による支出 △13,288

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △11,840

株式の発行による収入 8,500

配当金の支払額 △6,624

財務活動によるキャッシュ・フロー 290,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 336,476

現金及び現金同等物の期首残高 297,828

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 634,304
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

　（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　　たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産につい

ては、従来、個別法による原価法によっており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、個別法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）により算定しており

ます。

　なお、これによる損益へ与える影響はありま

せん。

　（2）「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務

諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　

平成18年５月17日）を適用しております。

　　なお、これによる損益へ与える影響はありま

せん。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算

出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方

法により算出しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収

益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法に

よっております。

２．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している固定資産については、

連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分

して算定する方法によっております。

３．繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、

前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　※　有形固定資産の減価償却累計額は、39,402千円であり

ます。

　

　※　有形固定資産の減価償却累計額は、32,570千円

であります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当　 31,724千円

賞与引当金繰入額 1,388千円

支払手数料 37,106千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 634,304千円

現金及び現金同等物 634,304千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　569,000株

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

３．新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

 　（１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月25日
定時株主総会

普通株式 6,624 12  平成20年３月31日  平成20年６月26日
利益剰余

金

 　（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　        当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　      　当社グループは、同一セグメントに属するコンピュータフォレンジック関連事業を行っており、当該事業以外に

事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　        当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　
日本
（千円）

米国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 207,966 50,817 258,784 － 258,784

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
21,148 － 21,148 △21,148 －

計 229,114 50,817 279,932 △21,148 258,784

営業利益又は損失（△） 17,961 △1,628 16,333 － 16,333

　（注）１.　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 　1,457円75銭 １株当たり純資産額 　1,425円01銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　34円53銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
　31円92銭

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 19,285

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 19,285

期中平均株式数（株） 558,450

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 45,791

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

─────

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

株式会社ＵＢＩＣ

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 潮来　克士　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅岡　伸生　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＵＢＩＣの

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＵＢＩＣ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１.　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

　　　　２.　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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